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所有者不明土地法の見直しに係る調査（概要）
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所有者不明土地
一定の方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知する
ことができない土地

管理不全土地 適切な管理が行われないことによって周辺に悪影響を及ぼしている土地

低未利用土地
居住や業務等の用途に供されていない、又は利用の程度が周辺の地域にお
ける同一の用途若しくは類する用途に供されている土地の利用の程度に比し
著しく劣っていると認められる土地

調査目的：所有者不明土地法の見直しに向けた検討の参考とするため

調査対象：都道府県（47）、市町村（特別区含む。以下同じ。）（1,747）

標 本 数：都道府県：47（回収率：100%）、市町村：1,262（回収率：72%）

調査期間：令和３（2021）年２月10日～３月10日

（２）本調査における用語の定義

（１）調査概要

○ 所有者不明土地法の見直しに向けた検討の参考とするため、全国の地方公共団体を対象にアンケート調査
を実施。

○ 都道府県からは100％、市町村からは72％の回答を得た。

※ 各項目の回答数は未回答等を除いた有効回答数。また、複数回答可の項目を含むため、必ずしも標本数と一致しない。
※ 割合（％）は、回答数に占める割合ではなく、nに占める割合を記載している。小数点以下は四捨五入。
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○ 登記簿上、所有者が不明な土地の存在を把握している市町村は76%。このうち、45%の市町村は、特段の
調査等を行っていない。

○ 一方、公共事業の支障となっている等、自らの事業の関係で存在を把握している市町村は24％。

調査結果（所有者不明土地関連）

○域内に登記簿上所有者が不明の土地が存在するか把握しているか（n=1,262）
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○ 所有者不明土地の存在を具体に把握している市町村のうち、地域福利増進事業の活用を検討したことがあるのは11％。

○ 「検討したが手続きを講じなかった理由」のうち、制度的な問題として、「適当な事業がない」「使用権10年の費用対効果が
低い」が多く挙げられている。

調査結果（所有者不明土地関連）

○所有者不明土地について地域福利増進事業の活用を検討したことはあるか

（n=392（所有者不明土地を把握していると回答した市町村））

〇手続きを講じたが裁定申請に至らなかった理由

〇活用を検討したが手続きを講じなかった理由
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○ 行いたいと思ったことのある地域福利増進事業については、「土地の管理を行う事業」が最も多く、次いで災
害応急対策に資する事業、再生可能エネルギー発電施設の整備事業と続く。

○ また、「その他に行いたい事業があるか」という問に対しては、「コワーキングスペース等の新しい働き方を後
押しする整備事業」が挙げられた。

調査結果（所有者不明土地関連）
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是非
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不要
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○ 管理不全土地に対する新たな仕組みについて、固定資産課税台帳等を活用して所有者探索ができる仕
組みや、指導・助言・勧告・命令等の措置を法律に規定することに対し、いずれも半数以上の地方公共団
体が積極的な意向を示している。

調査結果（管理不全土地関連）

○固定資産課税台帳等を活用して管理
不全土地の所有者探索が出来る仕組み

○法律のレベルで所有者に対する指導・助
言・勧告・命令等の措置を規定すること
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○ 管理不全土地対策に係る予算・助成措置や税制上の措置については、いずれも

半数以上の地方公共団体が積極的な意向を示している。

調査結果（管理不全土地関連）
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○ 公有の低未利用土地の取扱いについては、市町村・都道府県ともに「できるだけ早く売却する」が最も多
い。

○ 一方で、市町村においては、「活用したいがニーズやツールがない」という回答も多い。

調査結果（低未利用土地関連）

○公有の低未利用土地についてどのような取扱いを検討しているか
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○ 民有の低未利用土地について行ってもらいたい業務については、「特になし」が最も多く、その理由とし
ては「ニーズが不足しており活用見込みがないため」との回答が多かった。

○ 一方、行ってもらいたい業務があると回答した市町村について、希望する業務主体については、「一般社
団法人」「一般財団法人」「NPO」が多く挙げられた。

調査結果（低未利用土地関連）

○民有の低未利用土地で行ってもらいたい業務
（n=1,262）
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○ 都道府県においても、市町村と同様に「特になし」が最も多かった。

調査結果（低未利用土地関連） 都道府県
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